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1 実施要領 1 ２　事業の概要

（１）事業の名称　外国語指導助手業務委託事業

本事業は「業務委託（請負）」でしょうか、派遣業務（派遣契約）でしょうか。

厚生労働省より、「業務委託（請負）では外国語指導助手が教員の指導のもとで

行うティーム・ティーチングは実施不可」との回答も出ており、業務委託で学習

指導要領に基づいた日本人教員とALTとの協働は難しいと考えております。

また、業務委託を予定されている場合、令和6年度の事業開始までに派遣契約に切

り替えられる可能性はございますでしょうか。

本事業は、民間事業者の技術力やノウハウを活用することで、より外国語活動や国際理解教育の推進を

図ることを目的として「業務委託（請負）」により事業を実施することとしています。

本プロポーザルに参加及び提案の際は「実施要領　７（２）提案書記載事項　⑤ALTの管理体制」にご

留意ください。

なお、令和6年度の事業開始までに派遣契約に切り替える予定はございません。

2 実施要領 3 ９　審査・選定

（３）留意事項

　④パソコン、プロジェクター等を使用する場合は各自持参すること。

審査会場にはプロジェクターを投影する壁やホワイトボードはございますでしょ

うか。あるいは、スクリーンも含めて持参が必要でしょうか。

会場にスクリーンを準備いたしますので、スクリーンは持参不要です。

3 その他 現行の事業者名をご教示いただけますでしょうか。 有限会社EnglishSchool


